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香芝

…

 中井 政友 様

質問状に対する回答について

令和 7年 3月 24日付けで香芝市議会基本条例に基づき質問のあったことについて、下

記のとおり回答しま九

口己

1について

香芝市議会の議決すべき事件を定める条例 (以下「条例」という。)第 2条第 2号は、

議会の議決すべき事件は、「市行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向又は執

行について定める計画のうち、その期間が5年以上のものの策定、変更又は廃上に関する

こと。」と規定するところ、香芝市学校施設の再編等に関する基本方針 (以下「赫 旬

という。)は、その趣旨にも示されているが、令和 2年 3月 に策定した香芝市中

長寿命化計画 (個別施設計画)の見直しに当たつて作成されたものであることから、市行

政の各分野における政策及び施策の基本的な方向又は執行について定める計画に該当しな

いことは明らかであって、このことは、条例の施行後において、各個別施設計画を議決を

経ずに見直していることに鑑みても、整合が図られている。

このことから、基本方針を策定するに当たり、議会の議決すべき事件とした当時の判断

が誤つたものであり、今般、議決を経ずに基本方針を廃上したことは、何ら問題はないも

のと考える。

2について

質問の趣旨が必ずしも明らかでないため、回答を差し控える。

3について

質問の趣旨が必ずしも明らかでないため、回答を差し控える。

以 上


